
提出書類等一覧
（事業用操縦士（回転翼航空機）技能証明取得操縦訓練業務に関する資格審査申請）

区 分 備 考

１ 競争入札参加資格審査申請書 ・ 別記第１号様式

２ 登記事項証明書（現在事項全部証明書） ・ 法務局が発行するもの
・ 申請受付時前３か月以内に発行されたもの
・ 原本提示の上、写しの提出でも可

３ 道税（道が賦課徴収するものに限る ）及び本店が ・ 道税事務所、各総合振興局等税務（納税）課の発行。
所在する都府県の事業税（道税の納付義務がある するもの
場合を除く ）の滞納がないこと。 ・ 申請受付時前３か月以内に発行されたもの。

・ 道税の納税義務のない場合は、本店が所在する都府
県の事業税に滞納がないことの証明
※原本提示の上、写しの提出でも可

４ 消費税及び地方消費税額に未納がないこと ・ 税務署の発行するもの
・ 申請受付時前３か月以内に発行されたもの
（国税通則法施行規則別紙９号書式その３の３）
※原本提示の上、写しの提出でも可

５ 暴力団員等に該当しない者であること等の誓約書 ・ 別記第19号様式

６ 健康保険・厚生年金保険の届出義務を履行してい ・ ①納入告知書②資格取得確認書及び標準報酬月額決
ない者でないこと 定通知書③適用通知書など加入状況が確認できる書類

※写し可

７ 雇用保険の届出義務を履行していない者でないこ ・ ①保険関係成立届②領収済通知書③概算・確定保険
と 料申告書（控）など加入状況が確認できる書類

※写し可

８ 社会保険等適用除外申出書 ・ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入義務のな
い場合は提出

・ 別記第20号様式

９ 定款又は寄附行為 ・ 会社以外の法人の場合は提出

10 貸借対照表 ・ 会社以外の法人の場合は提出

11 航空法（昭和27年法律第231号）第123条第１項の ・ 事業許可証の写しを提出
規定により航空機使用事業者として国土交通大臣
の許可を受けている者であること。

12 航空法第24条、第25条第１項及び第25条第２項に ・ 名簿の提出
規定する限定変更訓練及び実地試験受験に使用す ・ 操縦士技能証明書の写しを提出
る航空機について事業用操縦士資格（陸上多発タ ・ 特定操縦技能審査証明書の写しを提出
ービン機を含む）並びに航空法第71条３に規定す ・ 第一種航空身体検査証明書の写しを提出
る特定操縦技能審査認定及び航空法第31条第１項
に規定する第一種航空身体検査証明が有効である
者を２人以上確保していること。

13 取得する事業用操縦士資格の操縦訓練及び実地試 ・ 訓練予定機材の耐空証明書の写しを提出
験受験に使用する航空機は、回転翼航空機陸上多
発タービン機アグスタ式A109型又はエアバス・ヘ
リコプターズ式EC135型を含むこと。

過去３年間に同等以上の資格取得のための操縦訓 ・ 過去３年間の同等以上の資格取得のために行った操
14 練業務を行った実績があること。 縦訓練の実績証明を提出

・ 航空機乗員飛行日誌の写し
・ 操縦教員として操縦訓練生に対し航空局の行う実
地試験を受験させた実施証明（別添様式）

15 操縦練習及び実地試験受験は日本国内で実施可能 ・ 実施予定場所を申請書へ記載
であること。

○ 申請者の組織により、また、申請内容の確認のため、他の書類の提出を求める場合があります。
○ 提出を受けた書類・資料は返却しません。
【提出期限】令和７年５月16日（金）


